
保護者に対する指導の実効性を高めるための方策については,こ のような観′像

か らも,今後,更に検討が深められることが期待 される。

3 懲戒権及び懲戒場に関する規定の在 り方

(1)問題の所在等

民法第 822条 は,懲戒権及び懲戒場について規定する。同条については,民

法に懲戒権の規定があることを理由に自己の した児童虐待を正当化 し/よ うとする

親権者がいること,現在同条にい う懲戒場が存在 しないことなどかを),同条の規

定を削除すべきとの意見がある
げ`諄

。

そこで,同条を削除することが相当かどうかなどについて,検討することとし

た。

(2)検討

この点については,仮に懲戒権の規定を肖J除 した としても,子 に対す る必要な

しつけは民法第 820条 の監護教育権に基づいて行 うことができると解 され,懲

戒権の規定を削除することによつて,直ちに親権の内容に変更が加 え_ら れるもの

ではない とも考えられる。

他方で,親権が子の利益のために行われなければならないものであることは前

述 したとお りであ り,民法第 822条 の規定する懲戒権 も,子の監護教育に必要

な範囲で認められ るに過 ぎない。 したがって,懲戒権の規定を存置 させたとして

も,児童虐待が懲戒権の行使 として正当化されることがないことは明らかである。

子に対する親の教育や しつけの在 り方については,多様な意見があることから,

懲戒権や懲戒場について規定する民法第 822条 を削除することについては,現

在ある規定を削除することによつてどのような解釈がされることになるかといつ

*86な お,仮に民法第 822条 の規定を削除する場合には,児童福祉法第 47条第 2項からも

「懲戒」とい う文言を削除すべきものと考えられる。

*87懲戒権の規定は残 しつつ,必要な範囲を逸脱 した懲戒が許 されない旨を明記すべきとの意

見もあり得る (な お,序論 2参照。)。

０
０



た点や,現在ある規定を削除することが社会的にどのように受け止められるかと

いつた点にも配慮 しつつ,更に検討が深められることが期待 される。

おわ りに

以上のとお り,本研究会においては,親権が子の利益のために行われなければなら

ないものであることを重要な指針 としながら,民法,児童福祉法及び児童虐待防止法

の全体を通 じて,親権に係 る制度の見直 しについて検討を行い,総合的に問題′像の整

理を行つた。

今後,本研究会における議論・検討の成果を踏まえつつ,更 に政府等において必要

な連携の下で所要の検討が行われることが期待 されるところであるが,その際には,

児童虐待防止のために民法,児童福祉法及び児童虐待防止法が全体 として合理的で整

合性 をもった制度 とな り,子の利益が実効的に図られてい くことが望まれる。
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「児童虐待を主訴とする一時保護の状況 (集計結果 )」 抜粋

r児童虐待を主訴とする一時保護の期間別件数～

ポイント

○児童虐待を主訴とする一時保護の総件数 10′ 562件のうち
ロー時保護期間「14日 以内」は4′ 126件で39.1%。

・一時保護期間「2カ 月未満」までは累計 8′ 795件で83.3%。
・一時保護期間「6カ 月以上1年未満」「1年以上」は計267件で2.5%。 (以上、推計値)

6カ 月以上

1年未満
23612,2%}

2カ 月以 上

6カ 月未 満

13500(14.2%)

1年以上
3110.3%}

14日 以内

4メ 126(39,1留等

15日 以上

29日 本満
2′ 119120.11鷺

)

集計及び推計の方法

・平成21年4月 1日 から7月 末までの4カ月間に一時保護を終了したケースを対象とし、全国の児童
相談所に報告を依頼した。有効回収率は92%であった。

・年間件数のイメージを捉えるため、生データで集計した数値を、19年度の「児童虐待を主訴とする
一時保護」の実際の件数10′ 562件 (社会福祉行政業務報告による)を用いて機械的に計算した。

う

力

　

〓
５

，

　

２

　

２

14日 以内
15日 以上

29日 未満

29日 以上

2ヵ 月未満

2ヵ 月以上

6ヵ 月未満

6ヵ 月以上

1年未満
1年以上 計

件 数 4,126 2,119 2,550 1,500 236 31 10,562

比 率 39.1% 20.1% 24.1% 14.2% 2.2% ∝
Ю

つ
０

０ 100%

累 計 4,126 6,245 8,795 10,295 10,531 10,562

上ヒ 覇I 39.1% 59.1% 833% 97.5% 99,7% 100.0%



児童虐待相談対応件数の推移

○ 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、児童虐待防止法施行前

の平成11年度に比べ、平成19年度においては3.5倍に増加。

平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9今

(106) (373)

1171 1,372 2,722 5,352

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年

(1056) (1610) (2114) (2156) (2413) (3034) (3131) (3390

[100] [1.52] [200] [204] [228] [321

11.631 17725 23.274 23.738 26,569 33.408 34,472 3732

注 1

度 平成10年度

平成19年度

(3691)

[349]

度

一
＞

一
―

:表 中、上段()内 |よ、平成2年度を1とした指数 (イ申び率)である。 注2:表 中、中段[]内 |ま、平成H年度を1とした指数 (イ申び率)である。

「
「II≡丁:=II」菱引

|~~~~

|二墨  :≡ヒ三・ ‐三‐三二::二」
H2  H3  日4  H5  H6  H7  H8  H9  H10 Hll 日 12 H13 日 14 H15 H16 P17 H18 日 19

児童虐待の内容別相談対応件数の推移

○ 平成19年度においては、身体的虐待が401%で最も多く、次いでネグレクトが380%となつている
|

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 総

平 成 1年度 5,973(513%) 3.441(296%) 51%) 40% 11,6

平 成 2年度 8877(501%) 6,318(356%) 754 43%) 1 776 00% 177

平成 3年 度 0,828(465% 8804(378%) 2.864 23% 2

平 成 4年 度 0932(461% 8,940(377%) 35% 3,046 28% 23,7

平成 5年度 2.022(452% 0140( 382% 33% 3531 33i/0 265

平 成 6年度 4881(446% 2.263(367% 048( 31% 5,216( 334

平 成 7年度 4712(427% 2,911(375%) 579 68% 34,4

平 成 8年度 5,364(41 2% 4365( 385% 180( 32% 6414( 172%) 373

平 成 9年 度 6296(401% 5,429(380%) 293( 32% 7,621(188%) 406

―・
: 
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・
―
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申 .● ■二0市 ■   |
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手 11‐ 11年 ヽ  ■ 1ヽ1年 単層

2

数  |
1(1000%)

5(1000%)

4(1000%)

8(1000%)

9(10000/o)

8(1000%)

2(1000%)

y

平■ 1:年層   'FI■ 11■ 言   平卜t,‐
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主たる虐待者の推移
○ 実母が624%と最も多く、次いで実父が226%となっている。

実  父 実父以外の父 実  母 実母以外の母 そ の 他 総  数
平成 1年 度 2,908 250%) 815( 70%) 6,750(580%) 269( 23% 889( 77%) 11,631(1000%)
平 成 2年度 4205(23 |,194( 67%) 10,833(611% 311( 1 8% 1,182( 67% 17,725(1000%)
半 城 3年度 5260 226%) 1 491( 64% 4,692(631% 336( % 1,495( 64% 23274 0001)
平 成 4年度 5329 22 1,59 67% 501 632% 369( 1.429( 60% 23 738 D00%)
平成 b年度 5.527(208% 1.645( 62% 16,702(628%) 471( 8% 2224 840/1 26.569(1000%)
平成 6年度 6,969(209% 2,130( 64% 20.86 62411 499 51 2946 33% 33408 00010
平成17年 度 7,976(231% 2093 61% 21,074(61 1% 591( ア% 738 79% 3447 000%
平成18年 度 8220(220% 2,414( 65% 23,442(628% 655( 8% 2592 69% 37323 000%
平成19年 度 9,203(226% 2,569( 63% 25,359(624%) 583( 4% 2,925( 72% 40.639(1000%

]…
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虐待を受けた子どもの年齢構成の推移
04ヽ学生が381%と最も多く、次いで3歳 から学齢前児童が239%、 0歳から3歳未満が183%である。なお、小学校入学前の子ども

の合計は、422%となっており、高い割合を占めている。

0歳～3歳 未満 3歳 ～学齢前児童 卜 学 生 中 学 生 高校生 その他 総  数
平 成 1年 度 2,393(206%) 3370(290%) 4112 345% 1,266( 09% 581( 50%) 11631(1000%)
平 成 2年 度 352 199% 5,147(290%) 6,23 |,957( 1 0% 864( 49%) 17,725(1000%)
平成 3年 度 4,743(204%) 6847(2949ハ 833 358% 2,43 105% 39% 23,274(1000%)
平成14年度 4940 208% 6,923(292%) 8,380 353% 2,495(105%) 995( 42% 23738 000%
平 成 5年 度 5346(201%) 7.238( 27 3%) 9,708( 3116 17% 116 44% 26569 000%
平 成 6年 度 64791 940/0) 8776(263%) 2.483( 37 4187 125% 148 44%) 33,403(1000%)
平 成 7年 度 636 85%: 8,781(255,1) 3,024 37 8% 4.620{134%) 1686 49% 34.472(1000%)

「 成 8年 度 6449( 73%) 9,334(250%) 4,46 388% 5.201(139,`) 1872 50% 37,323(1000%)
平成19年度 7422 830/n 9727(239%) 15,499(381%) 5,889(1450/0) 2102 52% 40,639(1000%)
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児童相談所における所内一時保護の状況

○ 平成19年度の一時保護件数は、18,9224牛であり、保護理由については、「児童虐待」が386%と 最も多く、

次いで、「虐待以外の養護」が36 8%となっている。

児童虐待 虐待以外の養護 障 害 非行 保健 育成他

平成15年 度 5,127(283%) 7466 412%) 1,046( 58%) 2,486(137%) 1,986(1090/o) 18

平成 16年度 6.214 329%) 7,70 403%) 658(35%) 2613(138%) 1.697( 90%) 18

平成17年 度 6,412 353%) 7.046 388%) 648( 36%) 2,494(137%) 1,569( 86%) 18,

平成18年 度 ア08 381%) 6,83 367%) 478( 26%) 2,685(144%) 1.521( 32%) 18,

平成19年 度 386%) 6,964(368%) 187( 1 2604(138%) 1,860(98%)

瓢
発計1話器‖
酬

平成19年度 保護理由男1件 数

リトイ予

2,604件

(138%)

障害

187件

(1 0%)

虐待相談の対応状況

○ 虐待相談を受け付けた後の対応状況は、助言指導や継続指導等のいわゆる面接指導が33,628件 (31 4%)と最も

多く、施設入所等については約1割の3,913件となつている。施設入所等の内訳は、児童養護施設が2,6591牛 (680%)

と最も多くなつている。

施 設入所等 里親等委託 面接指導 その他 総  数

17年度
3,621

( 104%)

243

( 07%)

28,070

(813%)
2597
(75%)

34,531

(1000%)

18年度
3.874

( 103%)

251

( 06%)
30,566
(812%)

，

９

７

37,656
10000/0)

19年 度
3,913

( 95%)
345

( 08%)

33628
(814%)

3,424

( 83%)
41,310
(1000%)

※ 1事例に対して複数の対応をした場合は複数計上とした。

:施 設入所等
:3913件

(95ヽ )i
´ 騨 等

345件

08ヽ )

総数

41,310

施設入所等の内訳

情緒障害

児短期治
m―

その||

312件
その他

3,424件

(83'。 )

/

療施設

154件

(39・ |)

児童 自立

支援施 設

125件

(32ヽ )

＼
嘉
馴
／／

児

　

２

＜
　
　
　
　
　
／

面接指導
33,628件

＼_  (814ヽ
)_ _///

＼ハ
鋼

緻
　

，９‐
３

／

／

‐

‐

ヽ

ヽ
＼

＼
＼

児童虐待

＼l盤:構

18,922件

蘊待1以

111111:ll

5,127件 (283%)

6214件 (329・・)

12.671件

(671%〉

11,757件

(647・・〉

11.517件 (619%

11,615件(614

児童養議
乳児院

児童目立 情緒障害児
:期 治′剋並 言

143

( 41%)

その他 総  数

17年 度
2487

( 687%

９

鰯

130
( 36%)

”

Ａ

3621

18年 度
2603

( 672%)

2659

63' 133
(36%)

303 3874
1000%ヽ

19年 度
663 125

321)
154 312

` RO%ヽ

3913
100001)

一驚

(注 )「 施 設 入所等」(3913件 )とは、「入所」(3.902件 )及 び「通所」(11件 )を さ
耳

。



児童福祉法第28条 (家裁の承認を得て行う施設入所措置)及び
第33条の6(家裁に対して児童相談所長が行う親権喪失請求)の件数

〇 平成19年度における28条 (家裁の承認を得て行う施設入所措置)に基づく請求件数は235件、承認件数は
182件であり、年々承認件数が増加している。

事 項
28条 による施設入所措置の

承認申立
33条の6による親権喪失宣告

の請求

平成17年 度
請求件数 176 2

承認件数 47(84%) 2

平成18年 度
請求件数 3

承認件数 63(88n/1) 2

平成 19年 度
請求件数

承認件数

２ ３ ５

一
‐ ８ ２ (77%)   |
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100

1年 |= 16年 r_

児 童 談所における児童虐待ケースヘの夫応の手順

○受付票の作成

・全てのケースに
つき作成

・ケースの住所、
状態等必要な情
報の確認

○受理会議の開催

・調査及び診断の
方針、安全確認の時
期や方法等の検討

・所長、各部門の長、
担当者、受付相談員
等によ喝壁戯的に判
断

・ケースの緊急性の
評価

・調査等の方針決定、
必要な指示

○児童記録票の作成
(き ようだいの場合
個々に作成 )

○迅速な対応

・原則48時間以内の
安全確認の実施 (子

ども本人を直接目視
により確認 )

○必要に応じた出頭
要求、立入調査、臨
検・捜索の実施

○調査は、
保護者・子どもとの面
接、関係者との面接、
観察、生活環境調査、
照会、委嘱などによ
る。

○ 子ども本人、虐待者、
家庭環境等を評価

・社会診断

・心理診断

・医学診断

・行動診断

'そ の他の診断

○判定会議において
各種診断を基にケー
スの総合的判定

○援助方針会議にお
いて援助方針の決定
(28条 の申請を含む

○援助指針の作成

○保護者への指導

・助言指導

・継続指導

・児童福祉司指導

・児童委員指導 等

○施設入所措置

○里親委託

○面会・通信の制限

○接近禁止命令

)と|●連携
=役

割分担による対応市町村 (要保護児童対策

が`■■■■■・………………・ノ



改正前
‐ハ〔一〕】‐

改正1後

一時保護
・虐待等により、児童を保護者から

一時的に分離する必要がある場合に

行われる児童の緊急保護

な し 1

1

1

1

1

1

1

面 会 0轟
倍 制 限

※接近禁止命令が必要な場合、

強制入所へ移行

同意ス所等
・        行われる児童

養護施設等への入所措置や里親委託

措置

な し 面会・捐 (

※接近禁止昴令が必要な場合、

強制入所へ移行

強制ス所等
・保護者の同意のないまま、家庭裁

行われる児童養護

施設等への入所措置や里親委託措置

限告一〓
ロ

ｆ

■

１通△
ム面 限告一〓

ロ

′

４

１通△
〓面

十

』監

則あ↓l)

爾翁備遍機蠅眼の強化辱につ聯で

面 限等について

|

種型題::   |
|

強制入所措置が必

要である旨の都道府

県知事への報告

環≦齋嚢嚢ヴ
1 本                 |
| 口                 |
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